
 

気象庁国民保護計画の概要 

 

１．基本方針 

  関係機関との連携の確保、指定公共機関の自主性の特別な配慮、

職員等の安全確保など国民保護措置の実施に当たっての基本的な

方針を記述 

 

２．平素からの措置

○ 情報収集・連絡、緊急参集などの体制の整備 

○ 気象情報などの情報の国民への情報提供の備え 

○ 所管する施設の安全確保に関する備え 

○ 武力攻撃原子力災害に際してのモニタリングの実施等への備え 

○ 体制及び資機材の整備など応急の復旧に関する備え 

○ 訓練の実施 

 

３．武力攻撃事態等における措置 

○ 気象庁武力攻撃事態等対策本部の設置（本部長：長官 構成員：

次長、各部長等） 

○ 気象情報等の情報を国民に対し適時・適切に提供 

○ 警報及び避難措置の指示について、地方支分部局等に対して通

知・伝達 

○ 所管する施設の安全確保や、被災情報及び応急の復旧の実施状況

についての情報収集を実施。また、応急の復旧に必要な措置を実

施 

○ 地方公共団体等対し、避難住民又は緊急物資の運送が円滑行える

よう気象情報を提供 

○ 武力攻撃原子力災害に際してのモニタリングの実施等 

 

４．緊急対処事態における措置 

○ 気象庁緊急対処事態対策本部の設置（本部長：長官 構成員：次

長、各部長等） 

○ 武力攻撃事態等における措置に準じた措置を実施 

 

 


